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○北しりべし廃棄物処理広域連合職員定数条例

平成14年７月１日条例第12号制 定

平成19年２月15日条例第５号最近改正

（目的）

この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２９２条にお第１条

いて準用する法第１３８条第６項、法第１７２条第３項、法第１９１条第２項及び法第２００条第

６項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２条第９項の規定に基づき、職員の定

数を定めることを目的とする。

（定数）

職員の定数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。第２条

 議会事務局の事務局長、書記その他の職員 １１人

 広域連合長の補助機関である職員 ４０人

 選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員 ６人

 監査委員事務局の事務局長、書記その他の職員 ５人

 公平委員会の事務職員 ４人

次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。２

 休職者

 兼務者（法第２９１条の４第４項の規定による兼務者を除く。）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（平18．10．27条例４）附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（平19．２．15条例５）附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、公布の日から施行する。
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